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在
宅
患
者
訪
問
診
療
料（
Ⅰ
）

の
２

　
２
０
２
４
年
診
療
報
酬

改
定
に
向
け
た
保
団
連
要

求
を
連
載
で
紹
介
す
る
。

　「
訪
問
診
療
を
開
始
し
た

日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し

て
６
月
（
別
に
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
疾
病
等
の
患
者

に
対 

す
る
場
合
を
除
く
）
を

限
度
」「
月
１
回
ま
で
」
と
す

る
制
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
。

　
複
数
医
療
機
関
か
ら
の
訪

問
診
療
が
必
要
と
な
る
場
合

は
、
当
該
患
者
の
疾
患
等
に

よ
っ
て
、
月
１
回
の
訪
問
で 

は
疾
病
管
理
の
質
を
保
て
な

い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
泌
尿
器
科
と
の

連
携
の
際
、「
尿
道
カ
テ
ー
テ

ル
は
２
週
間
に
１
回
の
交
換

が
必
要
。「
月
１
回
だ
と
敗
血

症
の
リ
ス
ク
が
高
く
な
り
、

危
険
」
と
の
指
摘
や
、
統
合

失
調
症
や
双
極
性
感
情
障
害

な
ど
精
神
疾
患
の
患
者
な
ど

で
、「
月
１
回
で
は
病
状
把
握

か
強
診
の
施
設
基
準
を
抜
本

的
に
見
直
す
こ
と

歯科

外来

　
か
か
り
つ
け
歯
科
医
機
能

強
化
型
歯
科
診
療
所
（
か
強

診
）
の
施
設
基
準
は
、
歯
周

病
安
定
期
治
療
、
歯
周
病
重

症
化
予
防
治
療
、
Ｃｅ
ま
た
は

う
蝕
多
発
傾
向
者
に
対
す
る

処
置
な
ど
、
ど
の
医
療
機
関

に
お
い
て
も
提
供
で
き
る
技

術
を
算
定
実
績
に
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
臨
床
経
験
に

よ
っ
て
安
全
性
を
確
保
す
る

外
科
手
術
な
ど
と
は
性
質
が

異
な
る
た
め
、
算
定
実
績
を

増
や
し
て
も
「
か
強
診
」
と

が
で
き
な
い
」
と
の
指
摘
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
慢
性
疾
患
や
難
病

等
、
６
カ
月
で
は
治
ら
な
い

疾
病
の
継
続
的
な
管
理
の
た

め
に
複
数
診
療
科
の
連
携
が

求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
患
者
の
病
態
に
応
じ
て
医

療
機
関
が
柔
軟
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
、「
訪
問
診
療
を
開

始
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら

起
算
し
て
６
月
（
別
に
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等

の
患
者
に
対
す
る
場
合
を
除

く
）
を
限
度
」「
月
１
回
ま

で
」
と
す
る
算
定
制
限
は
撤

廃
す
べ
き
で
あ
る
。

の
関
連
性
が
担
保
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
、
施
設
基
準
の
要

件
を
増
や
し
た
こ
と
で
、
む

し
ろ
矛
盾
が
拡
大
し
、
地
域

格
差
や
医
療
機
関
格
差
を
生

じ
さ
せ
る
な
ど
問
題
を
引
き

起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
人

口
の
減
少
で
歯
科
医
師
ま
た

は
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
複
数

体
制
の
確
保
が
困
難
な
地
域

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
在
宅
医

療
な
ど
の
地
域
医
療
に
取
り

組
む
医
療
機
関
が
評
価
の
対

象
外
に
な
る
可
能
性
が
高

い
。
施
設
基
準
は
人
員
、
設

備
等
の
基
準
を
設
け
な
け
れ

ば
、
安
全
性
や
水
準
が
保
持

で
き
な
い
こ
と
が
明
確
な
場

合
な
ど
に
限
定
す
べ
き
で
あ

る
。

　
厚
労
省
は
１１
月
１０
日
の
中
医
協
で
外
来
医
療
全
般
に
係

る
論
点
を
提
示
。
地
域
包
括
診
療
加
算
な
ど
の
体
制
評
価

の
点
数
や
生
活
習
慣
病
管
理
料
、
特
定
疾
患
療
養
管
理
料

の
整
理
な
ど
外
来
医
療
の
診
療
報
酬
点
数
に
大
き
く
切
り

込
む
内
容
を
提
起
し
た
。

　
厚
労
省
は
、
再
診
患
者
の

多
く
で
外
来
管
理
加
算
や
特

定
疾
患
療
養
管
理
料
が
算
定

さ
れ
て
い
る
一
方
で
地
域
包

括
診
療
料
、
地
域
包
括
診
療

加
算
、
生
活
習
慣
病
管
理
料

の
算
定
が
極
め
て
少
な
い
実

態
を
報
告
。
か
か
り
つ
け
医

機
能
を
ど
の
診
療
報
酬
項
目

で
評
価
す
べ
き
か
議
論
さ
れ

た
。

　
議
論
で
は
、
支
払
側
委
員

が
「
特
定
疾
患
療
養
管
理
料

と
外
来
管
理
加
算
、
地
域
包

括
診
療
加
算
」、「
生
活
習
慣

病
管
理
料
と
外
来
管
理
加

算
、
特
定
疾
患
処
方
管
理
加

算
」
が
併
算
定
さ
れ
て
い
る

点
に
つ
い
て
、「
外
来
管
理
加

算
の
算
定
要
件
は
基
準
が
非

常
に
曖
昧
だ
。
評
価
の
妥
当

性
に
非
常
に
疑
問
」「
計
画
的

な
管
理
を
評
価
す
る
特
定
疾

患
療
養
管
理
料
、
生
活
習
慣

病
管
理
料
、
地
域
包
括
診
療

加
算
が
併
算
定
で
き
る
構
造

は
、
保
険
者
や
、
患
者
に
と

っ
て
理
解
し
が
た
い
」
と
し
、

廃
止
を
強
く
主
張
し
た
。

　
対
し
て
診
療
側
委
員
は

「
体
制
評
価
の
点
数
と
疾
患

個
別
の
点
数
を
同
一
視
し

て
、
併
算
定
自
体
が
問
題
と

の
資
料
が
出
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
、
運

用
を
あ
え
て
無
視
し
何
を
整

理
す
る
と
い
う
の
か
、
全
く

理
解
で
き
な
い
」と
猛
反
発
。

診
療
側
と
支
払
側
が
全
面
的

に
対
立
す
る
構
図
と
な
っ

た
。

特
疾
患
管
理
料
の
計

画
書
作
成
義
務
化
か

　
厚
労
省
は
、
▽
生
活
習
慣

病
管
理
料
は
療
養
計
画
書
の

作
成
と
計
画
書
を
用
い
た
患

者
へ
の
説
明
が
求
め
ら
れ
て

い
る
一
方
、
特
定
疾
患
療
養

管
理
料
で
は
当
該
計
画
書
の

作
成
は
要
件
化
さ
れ
て
い
な

い
点
▽
特
定
疾
患
療
養
管
理

料
算
定
医
療
機
関
は
、
機
能

強
化
加
算
や
地
域
包
括
診
療

料
・
加
算
届
出
医
療
機
関
よ

り
「
か
か
り
つ
け
医
」
機
能

を
果
た
し
て
い
る
割
合
が
低

い
点
な
ど
を
報
告
し
た
。

　
診
療
側
委
員
は
特
定
疾
患

療
養
管
理
料
は
、「
特
定
の
疾

患
に
対
す
る
医
師
の
診
療
行

為
そ
の
も
の
を
評
価
し
た
も

の
で
あ
り
、
機
能
強
化
加
算

な
ど
の
よ
う
に
、
時
間
外
対

応
等
の
機
能
を
有
す
る
体
制

口腔外科学会と懇談
保団連改定要求に賛同

　
保
団
連
は
１０
月
１６
日
に
、
日
本
口
腔
外
科
学
会
と
次
期

診
療
報
酬
改
定
に
向
け
た
懇
談
を
行
っ
た
。
保
団
連
か
ら

は
田
辺
隆
副
会
長
が
、
学
会
か
ら
は
太
田
嘉
英
社
会
保
険

委
員
会
委
員
長
、明
石
昌
也
同
委
員
会
委
員
が
参
加
し
た
。

　
懇
談
で
は
、
病
院
歯
科
の

評
価
・
充
実
を
求
め
る
保
団

連
の
要
求
項
目
に
つ
い
て
意

見
交
換
し
、
学
会
か
ら
賛
同

の
意
見
が
上
が
っ
た
。

　
病
院
歯
科
は
増
加
傾
向
に

あ
る
が
、
外
科
的
な
治
療
に

対
応
で
き
ず
口
腔
ケ
ア
を
中

心
に
行
う
と
こ
ろ
が
増
え
て

い
る
た
め
、
本
来
、
地
域
の

一
般
歯
科
診
療
所
で
対
応
困

難
な
２
次
、
３
次
の
歯
科
医

療
に
応
え
ら
れ
な
い
事
態
が

危
惧
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た
。

　
ま
た
、
全
身
疾
患
に
対
す

る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
等
を
受
け

た
口
腔
外
科
専
門
医
の
評
価

や
当
該
専
門
医
不
足
を
補
う

仕
組
み
の
必
要
性
な
ど
を
共

有
し
た
。

反
映
さ
れ
る
医
療
技

術
評
価
提
案
の
増
加

　
歯
学
系
学
会
社
会
保
険
委

員
会
連
合
が
作
成
し
た
「
歯

保
連
試
案
２
０
２
１
」
に
よ

り
、
医
療
技
術
評
価
提
案
で

歯
科
の
提
案
が
反
映
さ
れ
る

数
が
増
え
て
い
る
こ
と
や
、

こ
れ
ま
で
学
会
か
ら
出
さ
れ

た
医
療
技
術
評
提
案
の
具
体

的
な
内
容
な
ど
に
つ
い
て
意

見
交
換
を
行
っ
た
。
地
域
の

要
望
に
応
え
ら
れ
る
口
腔
外

科
を
ベ
ー
ス
と
し
た
病
院
歯

科
の
評
価
の
充
実
の
重
要
性

を
確
認
し
あ
い
、
懇
談
を
終

え
た
。

左から田辺副会長、太田氏、明石氏

整
備
を
評
価
す
る
点
数
で
は

な
い
」「
点
数
の
歴
史
や
意
味

を
踏
ま
え
な
い
、
成
り
立
ち

や
意
味
を
無
視
し
た
論
立

て
」
だ
と
批
判
し
た
。

　
支
払
側
は
「
計
画
的
な
療

養
上
の
管
理
を
評
価
す
る
位

置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
が
算

定
要
件
で
は
計
画
書
を
用
い

た
患
者
へ
の
説
明
は
求
め
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

生
活
習
慣
病
管
理
料
に
比
べ

て
、
専
門
的
な
管
理
が
適
切

に
行
わ
れ
る
か
と
い
う
懸
念

が
あ
る
」
と
述
べ
、
要
件
整

理
を
要
求
し
た
。

介
護
担
当
者
会
議
の

参
加
義
務
化
も

　
厚
労
省
は
「
地
域
包
括
診

療
料
・
加
算
の
届
出
の
あ
る

施
設
で
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会

議
の
参
加
割
合
は
５
割
強
に

留
ま
る
」「
点
数
設
定
当
初
よ

り
介
護
保
険
と
の
連
携
も
視

野
に
入
れ
た
点
数
に
な
っ
て

い
る
」
と
提
起
。
こ
れ
に
対

し
、
診
療
側
委
員
は
、「
現
場

で
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が

あ
る
中
、
こ
と
さ
ら
、
サ
ー

ビ
ス
担
当
者
会
議
の
み
に
着

目
し
て
、
か
か
り
つ
け
医
機

能
が
不
足
し
て
い
る
と
か
、

か
か
り
つ
け
医
機
能
を
強
化

す
る
と
い
う
議
論
を
す
る
こ

と
に
は
違
和
感
が
あ
る
」
と

慎
重
な
検
討
を
求
め
た
。

　
地
域
の
医
療
機
関
が
面
で

連
携
し
な
が
ら
地
域
医
療
を

支
え
て
い
る
。
外
来
管
理
加

算
の
廃
止
や
、
外
来
か
か
り

つ
け
関
連
点
数
に
係
る
要
件

強
化
や
形
式
上
の
連
携
強
化

で
は
な
く
、
地
域
の
実
態
を

踏
ま
え
た
支
援
策
充
実
が
必

要
だ
。

健保連
外来管理加算廃止を主張

　診療報酬・介護報酬改定に向けた保団連要求
は、地域医療の最前線で従事される医師・歯科
医師の皆様の切実な声を集約した冊子です。
　診療報酬・介護報酬は医療機関の経営原資の
みならず、社会保障として患者の受ける医療や
介護の水準を決定づけるもので、社会保障充実
の観点からも引き上げが必要です。
　保団連は、本冊子を通じて医療・介護現場の
声を政府に届け、改定のたびに掲載した要求項
目が実現しています。先生方の切実な要求は確
実に政府に届きます。
　ぜひご一読き、この声を広く医療関係者や国
民に知っていただけるよう、ご理解・ご協力を
お願いします。

※注文はご所属の保険医協会・医会へ
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診療報酬改定に向け現場の声を集約
要求項目が毎回実現！

外
来
医
療
の
正
当
な
評
価
を


